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Ⅰ  水 道 整 備 対 策 事 業 

 

 

１ 水道整備対策事業概況 

 

県民の日常生活に密接し，産業活動の基盤である水道においては，安全で安定的な水道水の供給・確保が

最も重要である。 

このため，立入検査等の水道施設の監視・指導を計画的に実施することにより，飲料水の安全の確保に努

めるとともに，適正な水質管理の実施を指導した。 

また，簡易専用水道については，法定定期検査の受検等を指導するとともに，水道法の規制対象とならな

い飲用井戸等については，定期の水質検査の実施等を指導した。 

一方，水道普及率の向上，水道施設の耐震化の促進や水道の広域化を推進するため，水道施設整備国庫補

助制度及び生活基盤施設耐震化等交付金の活用や水道事業認可指導等を通じて，市町の水道施設整備・維持

の促進を図った。 



　 ２　許認可等の諸手続き状況

年度別状況

認可 届出 許可 届出 認可 届出 許可 届出 認可 届出 許可 届出

3 1 1 11 8 3

2 1 5 1 5 12 24 6

R元 4 1 1 6 35 6

H30 2 2 2 16 5

29 1 1 2 1 4 20 3

3 1 1 1 1

2 1 5 1 5 2

R元 4 1 1 2

H30 2 2 1

29 1 1 2 1 2

3 11 7 2

2 12 22 6

R元 6 33 6

H30 2 15 5

29 4 18 3

1
1

区　分

用水供給 上水道 簡易水道

業務
委託
届出

県

市
　
町

（注1）
水道法に基づく許認可等の件数を計上しており，用水供給・上水道・簡易水道は県知事認可事業分のみ（用水供給は県知事認可事業分なし，簡易水道は県知事認可
事業以外なし），市町欄には，県内の市及び特例条例による事務移譲町（大崎上島町・世羅町・北広島町・神石高原町） における件数を計上している。
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　３　水道施設監視状況
（令和３年度）

職
務
違
反
警
告

変
更
勧
告

職
務
違
反
警
告

変
更
勧
告

職
務
違
反
警
告

変
更
勧
告

総数 12 20 8 5 2 2 166 32 4 5,014 4,200 83.8 1 74 5 5,271 258 59 14

県計 12 20 8 5 2 2 23 5 2 230 216 93.9 21 291 61 27 12

県保健所計 12 20 8 5 2 2 8 3 175 166 94.9 5 205 30 25 10

西部 6 2 2 4 1 1 8 3 175 166 94.9 5 198 23 6 3

西部東 2 2 2 2 2 2 2

東部 2 3 2 1 1 1 3 3 4 3

北部 2 13 2 2 2 13 2

権限移譲分計 15 2 2 55 50 379.4 16 86 31 2 2

北広島町 12 1 31 27 87.1 6 49 18 1

大崎上島町 13 12 92.3 13

世羅町 2 2 1 6 6 100.0 8 2 2 1

神石高原町 1 5 5 100.0 10 16 11

市計 143 27 2 4,784 3,984 83.3 1 53 5 4,980 197 32 2

広島市 62 4 1 2,458 2,161 87.9 1 4 2,524 67 4 1

呉市 9 4 423 375 88.7 1 1 433 10 5

竹原市 2 39 39 100.0 41 2

三原市 10 192 140 72.9 1 203 11

尾道市 4 210 179 85.2 2 216 6

福山市 9 9 1 676 460 68.0 10 2 695 19 11 1

府中市 3 1 39 31 79.5 2 44 5 1

三次市 13 71 65 91.5 8 92 21

庄原市 2 66 42 63.6 4 72 6

大竹市 1 33 33 100.0 3 37 4

東広島市 12 329 240 72.9 5 346 17

廿日市市 10 9 208 186 89.4 9 2 227 19 11

安芸高田市 6 28 21 75.0 3 37 9

江田島市 12 12 100.0 1 13 1

　（注１）立入対象施設数とは，令和３年度内に稼動実績のある施設である。 （注３）簡易専用水道の施設数とは，令和４年３月３１日時点において，各管内に存在する施設数である。
　（注２）上水道は，国所管分（給水人口50,000人を超えるもの）を除く。 （注４）簡易専用水道の立入対象施設は，登録検査機関から通報のあった施設数である。

（注５）合計欄の施設数は，立入対象施設数と簡易専用水道の施設数の和である。
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　４　広域的水道整備計画の概要

名称

対象

水源

給水量

　５　水道の普及状況 　

　（１）施設数
　　　　令和２年度末現在，水道法に規定する給水人口１０１人以上の水道は，県内に１９５か所ある。

（単位：か所）

県営 組合営 市 町 組合 計 公営 その他 計

R２ 3 0 14 5 0 19 4 1 5 168 195

R元 3 0 14 5 0 19 4 1 5 166 193

H30 3 0 14 5 0 19 4 1 5 173 200

29 3 0 14 5 0 19 4 1 5 178 205

28 3 0 14 4 0 18 74 1 75 180 276

27 3 0 14 4 0 18 76 2 78 185 284

26 3 0 14 4 0 18 84 2 86 190 297

25 3 0 14 4 0 18 84 2 86 191 298

24 3 0 14 4 0 18 86 2 88 200 309

23 3 0 14 4 0 18 89 2 91 206 318

（注）　数値は，各年度末現在。

年度 合計
水道用水供給事業 上水道事業 簡易水道事業

専用
水道

４市１町

沼田川水道用水供給事業

根
幹
施
設

広島水道用水供給事業 広島西部地域水道用水供給事業

６市３町 ３市

高瀬堰，土師ダム，温井ダム 魚切ダム，弥栄ダム 椋梨ダム，竜泉寺ダム，福富ダム

110,000㎥／日123,000㎥／日214,600㎥／日

計画給水量 630,600㎥／日

計画給水人口 1167690人

446,995㎥／日

872790人

区域 広島圏域１５市町 備後圏域７市町

平成２２年度

目標普及率 93.2% 96.6%

目標年次 平成７年度

区分 広島圏域 備後圏域

策定年月 昭和57年3月 平成４年３月
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（２）給水人口 

令和２年度末の給水人口は，２,６５８,９０３人で，総人口に対する普及率は９４.９％となってい

る。 

水道別の給水人口は，上水道２,６４０,７８８人，簡易水道１０,５２９人，専用水道７,５８６人で，

給水人口の９９.３％が上水道，０.４％が簡易水道，０.３％が専用水道となっている。 

 給水人口                                 （単位：人，％） 

年度 
上水道 簡易水道 専用水道 

給水人口 
給水人口 構成比 給水人口 構成比 給水人口 構成比 

R２ ２,６４０,７８８ ９９.３ １０,５２９ ０.４ ７,５８６ ０.３ ２,６５８,９０３ 

R 元 ２,６５３,２４０ ９９.３ １０,７８６ ０.４ ６,９７８ ０.３ ２,６７１,００４ 

H３０ ２,６５６,９８５ ９９.３ １０,９７４ ０.４ ８,７１８ ０.３ ２,６７６,６７７ 

２９ ２,６６１,９５８ ９９.３ １１,１８１ ０.４ ８,８９１ ０.３ ２,６８２,０３０ 

２８ ２,６０５,１９８ ９６.９ ７４,２９４ ２.８ ９,２１７ ０.３ ２,６８８,７０９ 

２７ ２,６０６,２２８ ９６.８ ７７,０６４ ２.９ ９,８３７ ０.４ ２,６９３,１２９ 

２６ ２,６０４,１３５ ９６.６ ８２,１２１ ３.０ １０,４４６ ０.４ ２,６９６,７０２ 

２５ ２,６０５,６６４ ９６.５ ８３,５９６ ３.１ １２,２３０ ０.５ ２,７０１,４９０ 

２４ ２,６０５,３２３ ９６.４ ８５,２４０ ３.２ １２,２２３ ０.５ ２,７０２,７８６ 

２３ ２,６０５,０５０ ９６.３ ８７,９２７ ３.２ １２,４３１ ０.５ ２,７０５,４０８ 

（注）数値は，各年度末現在。 

 

（３） 普及率 

令和２年度末の普及率は９４.９%で，前年度より０．１ポイント上昇している。 

 普及率                                               （単位：人，％） 

年度 総人口 給水人口 普及率 全国平均普及率 

R２ ２,８０２,８７０ ２,６５８,９０３ ９４.９ ９８.１ 

R 元 ２,８１８,８２３ ２,６７１,００４ ９４.８ ９８.１ 

H３０ ２,８２８,９３２ ２,６７６,６７７ ９４.６ ９８.０ 

２９ ２,８３８,９７７ ２,６８２,０３０ ９４.５ ９８.０ 

２８ ２,８４８,７９６ ２,６８８,７０９ ９４.４ ９７.９ 

２７ ２,８５６,５８２ ２,６９３,１２９ ９４.３ ９７.９ 

２６ ２,８６２,１１７ ２,６９６,７０２ ９４.２ ９７.８ 

２５ ２,８６８,２７３ ２,７０１,４９０ ９４.２ ９７.７ 

２４ ２,８７４,９７０ ２,７０２,７８６ ９４.０ ９７.７ 

２３ ２,８８１,６３５ ２,７０５,４０８ ９３.９ ９７.６ 

（注）数値は，各年度末現在。 

 

 陸地・島しょ部別普及率                          （単位：人，％） 

区分 総人口 給水人口 普及率 

陸地部（過疎地域） ２２５,８５８ １５５,７４５ ６９.０ 

陸 地 部 （ そ の 他 ） ２,４７８,９９０ ２,４０７,７３２ ９７.１ 

島しょ部（過疎地域） ５１,２３１ ４９,４５９ ９６.５ 

島しょ部（その他） ４６,７９１ ４５,９６７ ９８.２ 

過 疎 地 域 総 数 ２７７,０８９ ２０５,２０４ ７４.１ 
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（４）上水道事業 

ア 事業数 

令和２年度末の事業数は，１９事業である。 

イ 給水状況 

令和２年度の年間総給水量は，約３億９５万ｍ３である。 

 

（ア） 年間給水量                              （単位：千ｍ３） 

年度 総給水量 有効水量 有収水量 有効無収水量 無効水量 

R２ ３００,９４８ ２８７,０２２ ２７９,１６６ ７,８５６ １３,９２６ 

R 元 ３００,３２５ ２８５,９１７ ２７８,０５８ ７,８５９ １４,４０８ 

H３０ ３０２,４０８ ２８６,６７２ ２７８,５２９ ８,１４３ １５,７３６ 

２９ ３０５,１８４ ２８９,７２５ ２８１,６８５ ８,０４０ １５,４５９ 

２８ ２９６,６７１ ２８２,０４９ ２７４,４７１ ７,５７８ １４,６２２ 

２７ ２９８,０７１ ２８２,０３５ ２７３,９１５ ８,１２０ １６,０３６ 

２６ ２９７,２１６ ２８１,７６１ ２７３,４４３ ８,３１８ １５,４５５ 

２５ ３０１,６７１ ２８５,８０８ ２７７,５６５ ８,２４３ １５,８６３ 

２４ ３０４,９３５ ２８８,５０７ ２８０,０１５ ８,４９２ １６,４２８ 

２３ ３０７,４２４ ２９０,４４４ ２８１,８６８ ８,５７６ １６,９８０ 

 （注） 総給水量：配水池などから配水管に送り出された総水量。 

     有効水量：給水装置のメーターで計算された水量もしくは需要者に到達したと認められる水量。 

     有収水量：料金徴収の対象となった水量。 

     有効無収水量：料金不徴収となるメーター不感水量および料金徴収の対象とならない（消火用，公衆飲料用

等）水量。 

     無効水量：メーターより上流部での漏水や水道施設の損傷などにより無効となった水量。 

 

（イ） 給水量の分析                             （単位：％） 

年度 総給水量 有効水量 有収水量 有効無収水量 無効水量 

R２ １００.０ ９５.４ ９２.８ ２.６ ４.６ 

R 元 １００.０ ９５.２ ９２.６ ２.６ ４.８ 

H３０ １００.０ ９４.８ ９２.１ ２.７ ５.２ 

２９ １００.０ ９４.９ ９２.３ ２.６ ５.１ 

２８ １００.０ ９５.１ ９２.５ ２.６ ５.２ 

２７ １００.０ ９４.６ ９１.９ ２.７ ５.４ 

２６ １００.０ ９４.８ ９２.０ ２.８ ５.２ 

２５ １００.０ ９４.７ ９２.０ ２.７ ５.３ 

２４ １００.０ ９４.６ ９１.８ ２.８ ５.４ 

２３ １００.０ ９４.５ ９１.７ ２.８ ５.５ 
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（ウ） 需要用途別年間有収水量 

令和２年度の需要用途別年間有収水量は，生活用が２億１,９３６万ｍ３で全体の７８．６％を占

め，業務営業用が４,３６４万ｍ３で１５．６％を占めている。 

  需要用途別給水状況                              （単位：千ｍ３） 

年度 生活用 業務営業用 工業用 その他 計 

R２ ２１９,３６２ ４３,６４２ １２,３８４ １,６１８ ２７９,１６６ 

R 元 ２１３,８７０ ４９,２２２ １２,９００ ２,０６７ ２７８,０５８ 

H３０ ２１５,１３７ ５０,１０１ １１,１３８ ２,１５３ ２７８,５２９ 

２９ ２１６,１５４ ５１,９５６ １１,４２６ ２,１４９ ２８１,６８５ 

２８ ２１０,１３６ ５０,７７１ １０,６３６ ２,００８ ２７４,４７１ 

２７ ２０７,２９５ ５１,００１ １２,６５６ ２,０３７ ２７３,９１５ 

２６ ２０６,６６２ ５１,６４８ １２,６３８ １,９０３ ２７３,４４３ 

２５ ２０８,７４７ ５２,６９１ １３,５６０ １,９７１ ２７７,５６５ 

２４ ２０９,９６６ ５３,４８２ １４,０４５ １,９３８ ２８０,０１５ 

２３ ２１０,７１５ ５３,６６６ １４,６８６ ２,２０３ ２８１,８６８ 

 （注）需要用途別給水量の端数は四捨五入しているので，計と内訳は必ずしも一致しない。 

 

 

（エ） 給水量の分析 

令和２年度の各上水道事業における年間で最も給水量の大きい日の給水量（一日最大給水量）の

合計は，約９９万ｍ３／日である。 

また，１人１日当たり平均給水量は３１２㍑である。 

  給水量の分析 

年度 

１日当たり給水量（ｍ３） １人１日当たり給水量（㍑） 

計画一日 

最大給水量 

一日最大 

給水量 

一日平均 

給水量 

計画一日 

最大給水量 

一日最大 

給水量 

一日平均 

給水量 

R２ １,０４６,９０１ ９８９,７０５ ８２４,４８９ ３８５ ３７５ ３１２ 

R 元 １,０４７,２４０ ９２６,８７８ ８２０,５９６ ３８５ ３４９ ３０９ 

H３０ １,０５５,８７４ ９５１,３４０ ８２８,５２７ ３８４ ３５８ ３１２ 

２９ １,０６６,３９９ ９５３,１２１ ８３６,１２８ ３８７ ３５８ ３１４ 

２８ １,０４７,５３０ ９０２,１７５ ８１２,７５９ ３９０ ３４６ ３１２ 

２７ １,４３８,５３０ ９４４,１７８ ８１４,４４８ ５２９ ３６２ ３１２ 

２６ １,４３６,９３０ ９３２,２６４ ８１４,２９６ ５２９ ３５８ ３１３ 

２５ １,４３９,５３０ ９２９,４７６ ８２６,５００ ５２９ ３５７ ３１７ 

２４ １,４４６,９４０ ９４８,２１３ ８３５,４４４ ５３０ ３６４ ３２１ 

２３ １,４４０,９８７ ９４９,７７１ ８３９,９６５ ５２７ ３６５ ３２２ 

 （注） 分水量は含まない。 
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（オ） 水道料金 

令和２年度における家庭用水道料金（１０ｍ３換算，メーター使用料，消費税を含む）をみると，

県平均は１,６２８円となっており，団体別では江田島市の２,３５４円が最も高く，最低の大竹市

の７２０円との格差は３．３倍になっている。 

料金の集金方法は，一部委託が２事業，全部委託が１事業，直接が１事業となっている。 

料金徴収期間は，２ヶ月ごとが１０事業，１ヶ月ごとが９事業となっている。 

  家庭用水道料金の推移 

年 度 １０ｍ３当たり平均水道料金 指     数 １０ｍ３当たり最高水道料金 

R２  １,６２８ １１６．７ ２,３５４ 

R 元 １,６１１ １１５．５ ２,３５４ 

H３０ １,５７３ １１２．８ ２,３１１ 

２９ １,５１５ １０８．６ ２,３１１ 

２８ １,４８９ １０６．７ ２,３１１ 

２７ １,４３４ １０２．８ ２,３１１ 

２６ １,４３４ １０２．８ ２,３１１ 

２５ １,３９５ １００．０ ２,２４７ 

２４ １,３９５ １００．０ ２,２４７ 

２３ １,３９５ １００．０ ２,２４７ 

 （注） メーター使用料，消費税を含む。 

     平均料金は，事業体ごとの水道料金の単純平均である。（小数点以下四捨五入） 

     指数は，平成２３年度を１００．０として計算したものである。 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円  （水道料金） 

以上 
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

 

  

800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,400円  

未満         以上  

           

 （注） メーター使用料，消費税を含む。 

  

1 1

2

1

2

6

2

1

3

0
0

2

4

6

8

（事業者数）

家庭用水道料金の分布（１０m3換算）



18 

 

（５） 水道用水供給事業   

  ア 給水対象市町及び給水量  

事 業 名      給水対象事業体 
令和２年度 

計画一日最大給水量  

令和２年度 

実績一日平均給水量 給 水 開 始 年 月           

（ｍ３／日） （ｍ３／日） 

広島水道 

用水供給 

事業 

広島市 １８，４３４ １５，７４１ 昭和 55 年 7 月 

広島市（沈澱水） ２０，０００ ７，５２４ 昭和 46 年 8 月 

呉市 ２２，１９６ １９，１２６ 昭和 58 年 7 月 

呉市（沈澱水） ２３，５００ １３，９４７ 昭和 46 年 8 月 

竹原市 ４，０２９ ３，３４３ 昭和 59 年 4 月 

東広島市 ５２，９３６ ４８，４００ 昭和 57 年 7 月 

江田島市 １，８７７ １，４５７ 昭和 58 年 7 月（昭和 55 年 7 月暫定） 

海田町 ２４１ １９６ 昭和 61 年 4 月 

熊野町 ６，０６３ ５，６４６ 昭和 57 年 8 月 

大崎上島町 ５，１３６ ３，５５３ 昭和 54 年 7 月（昭和 49 年 4 月暫定） 

今治市（愛媛県） ２３１ ９１ 平成 29 年 4 月 

計 １５４，６４３ １１９，０２４  

広島西部 

地域水道 

用水供給 

事業 

広島市(旧五日市町) ２５，９７８  ２３，０１６  昭和 51 年 7 月 

大竹市 ２，４０６   ２，０４７ 平成 6 年 7 月 

廿日市市 ３７，４４６  ２９，５４９  昭和 52 年 7 月 

計 ６５，８３０  ５４，６１２   

沼田川 

水道用水 

供給事業 

三原市 ８，０４４ ６，８８１ 昭和 51 年 4 月 

尾道市 ４１，６８４ ３６，７５２ 昭和 52 年 4 月 

福山市 ７，８７４ ６，３６１ 昭和 52 年 4 月 

東広島市 
（旧河内町） 

７３３ ４１２ 平成 12 年 10 月 

越智郡上島町 

（愛媛県） 
２，４５０ １，９０８ 昭和 60 年 7 月 

 計 ６０，７８５ ５２，３１４  

 総 合 計 ２８１，２５８ ２２５，９５０  
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   イ 供給料金（令和２年度） 

区            分 料金（１ｍ３当たり） 

広 島 水 道 用 水 供 給 事 業 

浄 水 

基 本 料 金 ３１．０８円 

使 用 料 金 ８５．４９円 

超 過 料 金 ２７６．７０円 

沈 澱 水 
使 用 料 金 ４８．３４円 

超 過 料 金 ９６．６８円 

広島西部地域水道用水供給事業 浄 水 

基 本 料 金 ３２．２７円 

使 用 料 金 ５６．５４円 

超 過 料 金 ２４１．４０円 

沼 田 川 水 道 用 水 供 給 事 業 浄 水 

基 本 料 金 ３６．４８円 

使 用 料 金 ５５．８７円 

超 過 料 金 ２１６．１２円 

 （注） 消費税は含まない額である。 

 

（６）簡易水道事業 

  ア 事業数及び給水人口 

令和２年度末の簡易水道事業数は５事業，現在給水人口は１０,５２９人で，令和元年度末に比べ現

在給水人口は，２５７人減少した。 

（単位：か所，人） 

年度 

事業数 計画給水人口 給水区域内

現在人口

（Ａ） 

現在給水人口（Ｂ） 
Ｂ／Ａ 

％ 
公営 

その

他 
計 公営 その他 公営 その他 

R２ ４ １ ５ １１,１４５ ２５０ １１,６９５ １０,４５９ ７０ ９０.０ 

R 元 ４ １ ５ １１,１４５ ２５０ １１,９３０ １０,７１６ ７０ ９０.４ 

H３０ ４ １ ５ １１,３７０ ２５０ １２,２９３ １０,９０４ ７０ ８９.３ 

２９ ４ １ ５ １１,３７０ ２５０ １２,４１３ １１,１１１ ７０ ８９.５ 

２８ ７４ １ ７５ １１９,９４０ ２５０ ９１,６９９ ７４,２２４ ７０ ８１.０ 

２７ ７６ ２ ７８ １２１,７５４ ４２０ ９５,４６６ ７６,８８４ １８０ ８０.７ 

２６ ８４ ２ ８６ １２９,０４４ ４２０ １０６,１９６ ８３,３９４ ２０２ ８０.３ 

２５ ８４ ２ ８６ １２９,０４４ ４２０ １０６,１９６ ８３,３９４ ２０２ ７８.７ 

２４ ８６ ２ ８８ １３０,０４４ ４２０ １０７,２４８ ８５,０３６ ２０４ ７９.５ 

２３ ８６ ２ ８８ １３０,１６６ ４２０ １１６,２８１ ８７,７０４ ２２３ ７５.６ 

（注）数値は，各年度末現在。 
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   イ 給水量及び年間収入 

令和２年度の年間給水量は１８５万ｍ３で，年間収入は２億９,３５６万円である。 

また，有収水量は１３８万ｍ３，有収率は７４．５％で，有収水量１ｍ３当たりの収入は２１２．

８円となっている。 

令和２年４月１日現在の公営の水道料金（10ｍ３換算，メーター使用料，消費税を含む）につい

てみると，県平均は１,６９０円となっており，事業別では神石高原町の２,２４０円が最も高く，

最低の廿日市市の１,３８５円との料金差は１.６倍になっている。 

 給水量 

年度 
実績年間給水量 

（ｍ３） 

実績年間有収水量 

（ｍ３） 

水道料金年間収入 

（千円） 
有収率 

有収水量１ｍ３ 

当たり収入（円） 

R２ １,８５１,５７１ １,３７９,５４１ ２９３,５５５ ７４.５ ２１２.７９ 

R 元 １,６９２,７３０ １,５１１,１１５ ３３７,４９２ ８９.３ ２２３.３３ 

H３０ １,９８４,５０２ １,５９６,５４１ ３４５,８５９ ８０.５ ２１６.６３ 

２９ ２,００５,２９１ １,５８４,７０９ ３４３,８２３ ７９.０ ２１６.９６ 

２８ １０,０６５,０８７ ８,１０１,３４０ １,７６２,５７６ ８０.５ ２１７.５７ 

２７ １０,３３８,１３９ ８,２０８,２８９ １,８３０,５５９ ７９.４ ２２３.０１ 

２６ １０,７１９,６７９ ８,５１６,３９６ １,８７３,６１６ ７９.２ ２２０.００ 

２５ １０,９２４,３９５ ８,６５０,２５９ １,８６５,７８２ ７９.２ ２１５.６９ 

２４ １１,１４５,０１７ ８,８２０,４１７ １,９１５,２５６ ７９.１ ２１７.１４ 

２３ １１,１２１,３０６ ８,９２０,４８９ １,９２５,８３８ ８０.４ ２１５.８９ 

 

 

 

 

0 0 0

2

1

0 0 0

1

0
0

1

2

3

4

5

 600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 （水道料金） 

 以上 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 以上  

 ～           

 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円   

 未満  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

（注） メーター使用料，消費税を含む。  

（事業数） 
家庭用水道料金の分布（公営簡易水道，１０㎥ 換算） 
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 （７） 専用水道 

令和２年度末の専用水道（住宅団地及び療養所等における自家用の水道で，給水人口が１００人

を超えるもの，または，供給能力が２０ｍ3/日を超えるもの）の施設数は１６８か所で，給水人口

は,１３,０９２人となっている。 

年度 事業所数 計画給水人口 現在給水人口 施設能力 

R２ １６８ １８,５９１ １３,０９２ １７９,４０９ 

R 元 １６６ １９,４０９ １２,５７６ １７９,５８５ 

H３０ １７３ ２３,７８９ １４,１６４ １８１,１６７ 

２９ １７８ ２３,７１８ １４,１５９ １８１,６６７ 

２８ １８０ ２３,２５５ １４,４４１ １８１,７８２ 

２７ １８５ ２６,１３５ １４,８７３ ２１１,３７７ 

２６ １９０ ２９,６２０ １７,４２７ ２１１,６１０ 

２５ １９１ ３０,２０７ １７,０８１ ２１２,７４１ 

２４ １９８ ３０,５２４ １７,２６６ ２１３,１３６ 

２３ ２００ ３０,０３４ １７,３５２ ２１２,９９１ 

（注） 上水道から受水しているもののうち，上水道の計画給水人口及び現在給水人口に含まれているものも

併せて計上した。 

 

（８） 簡易専用水道 

簡易専用水道は，昭和５３年６月から新たに法の適用を受けることになった。 

同法の適用を受けるのは，水道事業から受ける水道水のみを水源としている受水槽の有効容量が

１０ｍ
３を超えるもの（昭和６１年１０月３１日までは２０ｍ

３を超えるもの）で，１年以内ごとに

１回以上の水槽の掃除と定期検査等が義務づけられている。 

なお，県内の定期検査機関では，（一財）広島県環境保健協会が厚生労働大臣の登録を受けている。 

令和２年度末の県内の簡易専用水道５,00８施設の法定検査の受検率は８０.７%である。 

年度 施設数 定期検査受検施設 受検率（%） 全国平均（%） 

R２ ５,００８（２,７３１） ４,０４３（２,３７３） ８０.７（８６.８） ７８.４ 

R 元 ４,９９８（２,６４０） ４,００７（２,２６７） ８０.２（８５.９） ７８.４ 

H３０ ５,０８３（２,６５６） ３,８０５（２,１４９） ７４.９（８０.９） ７８.０ 

２９ ５,１７３（２,６５８） ４,２７７（２,４２７） ８２.７（９１.３） ７８.２ 

２８ ５,１７４（２,６５７） ４,１４６（２,２８７） ８０.１（８６.１） ７８.４ 

２７ ５,１８３（２,６４２） ４,２４２（２,３４２） ８１.８（８８.６） ７８.３ 

２６ ５,２３０（２,６５５） ４,２７３（２,３６３） ８１.７（８９.０） ７６.４ 

２５ ５,２３４（２,６４３） ４,３５７（２,３７２） ８３.２（８９.７） ７６.５ 

２４ ５,２４５（２,７８０） ４,４４０（２,４７８） ８４.７（８９.１） ７８.７ 

２３ ５,２６５（２,７５７） ４,５１５（２,５００） ８５.８（９０.７） ７９.４ 

 （注） 受水槽の有効容量が２０ｍ
３
を超えるものを内数で（ ）書きした。 

 



６ 市町別水道普及率分布図

(令和3年3月末現在）

90%以上

80%～90%

70%～80%

60%～70%

50%～60%

50%未満

凡 例

広島市

98.2%

江田島市

96.2%

呉市

99.4%

庄原市

76.3%

東広島市

87.2%

三原市

90.7%

竹原市

99.3%

福山市

95.8%尾道市

93.4%

大竹市

97.9%

廿日市市

96.2%

三次市

88.4%安芸高田市

77.8%
北広島町

49.6%

安芸太田町

75.7%
世羅町

56.7% 府中市

76.4%

神石高原町

47.8%

府中町

99.9%

熊野町

89.9%

坂町

99.5%

海田町

99.2%

大崎上島町

99.6%

備北圏域

備後圏域

広島圏域

※圏域の区分は「広島県水道整備基本構想」による



７　令和３年度水道施設整備費国庫補助事業一覧表

（１）簡易水道等施設整備費国庫補助事業

事業体名 地区名 区 分 補助率 工 期
計画給水人口

（人）
計画給水量
（m3/日）

総事業費（千円）
国庫補助基本額

 （千円）
国庫補助金
（千円）

神石高原町 東南油木 水道未普及地域解消事業 4/10 R2～R4 54 197 21,450 21,450 8,580

神石高原町 近田・花済 水道未普及地域解消事業 4/10 R2～R4 24 500 24,750 24,750 9,900

（注１）補助金等，千円単位のものは各事業ごとに四捨五入しているため，合計は必ずしも一致しない。

（２）水道水源開発等施設整備費国庫補助事業

事業体名 事業区分 事業内容 補助率 工 期
総事業費（千

円）
国庫補助基本額

 （千円）
国庫補助金（千円）

企業局 水道施設機能維持整備費 土砂災害対策 1/3 H30～R3 437,961 179,166 59,722

（注１）補助金等，千円単位のものは各事業ごとに四捨五入しているため，合計は必ずしも一致しない。

（注２）数値は実績報告時のものである。

437,961 179,166 59,722合 計 1地区 1事業

46,200 18,480

（注２）数値は実績報告時のものである。

合 計 2地区 2事業 78 697 46,200
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（３）生活基盤施設耐震化等交付金

区    分 総事業費 交付基本額 国庫交付金 交付率

　 千円 千円 千円

水道施設等 生活基盤近代化事業 安芸太田町（津浪）

耐震化事業 【基幹改良】 33,363 30,000 10,000 1/3

神石高原町（高蓋）

68,470 65,450 26,180 4/10

【増補改良】 庄原市（総領）

99,567 99,567 39,826 4/10

三次市

17,703 17,703 5,901 1/3

小計（4事業） 219,103 212,720 81,907
緊急時給水拠点確保等事業 江田島市
【重要給水施設配水管】 41,445 30,000 10,000 1/3

廿日市市

100,500 100,000 25,000 1/4

三次市

35,996 35,996 8,999 1/4

【配水池】 江田島市

30,293 30,223 7,555 1/4

三次市

24,702 24,702 6,175 1/4

三次市

12,205 12,205 3,051 1/4

【緊急時用連絡管】 三次市

37,758 37,758 9,439 1/4

小計（7事業） 282,899 270,884 70,219
水道管路耐震化等推進事業 呉市

【老朽管更新】 536,162 408,000 136,000 1/3

水道管路耐震化等推進事業 尾道市

【老朽管更新DCIP】 362,919 262,533 87,511 1/3

広島県企業局

470,424 461,705 115,426 1/4
水道管路耐震化等推進事業 福山市

【水道管路緊急改善】 41,362 38,243 12,747 1/3

三次市

5,038 5,038 1,679 1/3

三次市

31,610 31,610 10,536 1/3

三次市

69,171 69,171 23,057 1/3

庄原市

99,815 96,489 32,163 1/3

安芸高田市

120,409 101,100 33,700 1/3

広島県企業局

（広島水道用水供給事業） 213,849 208,550 69,516 1/3

小計（10事業） 1,950,759 1,682,439 522,335

高度浄水施設整備費 広島県企業局

【高度浄水施設】 （広島水道用水供給事業） 688,534 685,475 171,368 1/4

小計（１事業） 688,534 685,475 171,368

水道事業運営基盤 水道広域化施設整備費 広島県企業局

強化推進等事業 【特定広域化施設整備】 （広島水道用水供給事業） 2,196,375 2,123,773 707,924 1/3

小計（１事業） 2,196,375 2,123,773 707,924

合計（２３事業） 5,337,670 4,975,291 1,553,753
（注）数値は実績報告時のものである。

令和２年度からの繰越分 単位(千円)

区    分 総事業費 国庫補助基本額 国庫補助金 補助率

千円 千円 千円

水道施設等 緊急時給水拠点確保等事業 福山市

耐震化事業 【基幹水道構造物耐震化】 202,667 58,672 14,668 1/4
緊急時給水拠点確保等事業 福山市

【緊急遮断弁】 302,830 23,044 5,761 1/4

合計（２事業） 505,497 81,716 20,429
（注）数値は実績報告時のものである。

(4)指導監督事務費・交付金

区    分 ２年度総事業費 国庫補助基本額 国庫補助金 補助率

千円 千円 千円

水道施設整備費 広島県

指導監督事務費補助 412 412 206 1/2

生活基盤施設耐震化等交付金 広島県

指導監督交付金 1,662 1,662 831 1/2

合計 2,074 2,074 1,037

（注）数値は実績報告時のものである。

事業主体名

事業主体名

事業主体名
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